
過
疎
地
域
の
衰
退
が
懸
念
さ
れ

る
中
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展

を
支
援
す
る
「
過
疎
地
域
の
持
続

的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措

置
法
」
（
新
過
疎
法
）
が
成
立
、

４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
新

過
疎
法
は
自
民
党
が
中
心
と
な
っ

て
超
党
派
で
取
り
ま
と
め
、
全
会

一
致
で
成
立
し
た
。
今
後
、
人
材

確
保
な
ど
の
支
援
を
推
進
す
る
。

過
疎
対
策
法
は
１
９
７
０
年
度

か
ら
79

年
度
を
対
象
と
し
た
「
過

疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法
」
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
、
今
回
の
新
過
疎
法

で
５
本
目
の
法
律
と
な
り
、
い
ず

れ
も
議
員
立
法
で
、
全
会
一
致
で

成
立
し
て
い
る
。
５
本
の
法
律
と

は
い
え
、
事
実
上
の
延
長
の
繰
り

返
し
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
新

過
疎
法
は
、
新
た
な
理
念
と
し
て

「
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
」
を

掲
げ
て
い
る
。
3

月
31

日
に
期
限

切
れ
と
な
っ
た
「
過
疎
地
域
自
立

促
進
特
別
措
置
法
」
（
旧
過
疎
法
）
の

第
１
条
は
「
（
略
）
こ
れ
ら
の

地
域
の
自
立
促
進
を
図
り
、
も
っ

て
住
民
福
祉
の
向
上
、
雇
用
の
増

大
、
地
域
格
差
の
是
正
及
び
美
し

く
風
格
あ
る
国
土
の
形
成
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
し

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
新
過
疎
法

の
第
１
条
で
は
「
（
略
）
こ
れ
ら

の
地
域
の
持
続
的
発
展
を
支
援
し
、

も
っ
て
人
材
の
確
保
及
び
育
成
、

雇
用
機
会
の
拡
充
、
住
民
福
祉
の

向
上
、
地
域
格
差
の
是
正
並
び
に

美
し
く
風
格
あ
る
国
土
の
形
成
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と

し
、
持
続
的
発
展
を
支
援
す
る

た
め
、
人
材
の
確
保
や
育
成
な
ど

を
促
進
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
で
大
都
市
の
過
密
リ
ス

ク
が
懸
念
さ
れ
、
東
京
一
極
集
中

の
是
正
と
地
方
分
散
が
こ
れ
ま
で

に
な
く
求
め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い

る
。
対
象
地
域
に
は
こ
れ
ま
で
と

同
様
、
財
政
支
援
と
し
て
の
過
疎

債
の
発
行
や
公
共
事
業
の
補
助
率

か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
。

過
疎
対
策
が
ス
タ
ー
ト
し
て

50

年
が
経
過
し
た
が
、
過
疎
対
策

は
〝
古
く
て
新
し
い
問
題
〟
で
あ

り
続
け
て
い
る
。
過
疎
対
策
の
立
法

措
置
は
も
ち
ろ
ん
不
可
欠
だ
が
、
過

疎
地
を
活
性
化
さ
せ
る
に
は
何
ら

か
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
必
要

と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

の
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

移
住
や
定
住
、
地
域
間
交
流
の
促

進
、
地
域
社
会
の
担
い
手
と
な
る

人
材
の
育
成
な
ど
を
図
る
こ
と

で
、
地
域
で
多
様
な
人
材
を
確
保

す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
企

業
の
立
地
の
促
進
や
産
業
基
盤
の

整
備
、
農
林
漁
業
経
営
の
近
代
化
、

情
報
通
信
産
業
の
振
興
、
中
小
企

業
の
育
成
や
起
業
の
促
進
、
観
光

の
開
発
な
ど
で
産
業
を
振
興
し
、

安
定
的
な
雇
用
機
会
を
拡
充
す
る
。

さ
ら
に
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
到
来

に
合
わ
せ
、
通
信
施
設
の
整
備
や

情
報
通
信
技
術
の
活
用
な
ど
を
図

る
こ
と
で
、
情
報
化
の
促
進
も
目

指
す
。

新
過
疎
法
で
は
、
人
口
減
少
率

の
算
定
基
準
年
な
ど
が
見
直
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
の
対
象
地
域
か
ら
外
れ

た
市
町
村
が
45

あ
っ
た
が
、
新
た

に
48

市
町
村
が
対
象
と
な
り
、
全

体
の
対
象
は
８
２
０
市
町
村
と
な

っ
た
。
た
だ
し
、
対
象
外
と
な
っ

た
地
域
に
は
6

年
間
の
経
過
措
置

が
設
け
ら
れ
、
中
で
も
財
政
力
が

弱
い
市
町
村
は
7

年
間
の
経
過
措

置
が
認
め
ら
れ
る
。


